
 

○
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則 

（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
） 

（
農
林
水
産
省
令
第
五
十
八
号
） 

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
、
第
三
条
第
二
項
第
五
号
、
第
四
条
第
一
項
、
第

七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
一

項
（
同
法
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項

第
二
号
ロ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
二

項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
並
び
に
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則 

 

（
地
理
的
表
示
） 

第
一
条 

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
理
的
表
示
に
は
、
文
字
、
図
形
若
し

く
は
記
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
に
よ
り
表
記
さ
れ
た
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
表
示
で
あ
っ
て
、
当
該
名
称
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広

く
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

（
生
産
者
団
体
） 

第
一
条
の
二 

法
第
二
条
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
団
体
と
す
る
。 



 

一 
生
産
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
団
体
（
法
人
で
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
法
令
又
は
定

款
そ
の
他
の
基
本
約
款
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
構
成
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
加
入
を
拒
み
、
又
は
そ
の
加
入
に
つ
き
現
在
の
構
成
員

が
加
入
の
際
に
付
さ
れ
た
よ
り
も
困
難
な
条
件
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

二 

団
体
が
法
第
二
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
当
該
団
体
が
外
国
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
農
林

水
産
大
臣
が
当
該
団
体
に
対
し
明
細
書
又
は
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
請
求
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
る

団
体
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
類
似
等
表
示
） 

第
二
条 

法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
類
似
等
表
示
に
は
、
次
に
掲
げ
る
表
示
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
六
条
の
登
録
（
次
条
第
一
号
、
第
五
条
第
二
項
第
二
号
ホ
、
第
十
五
条
第
一
号
、
第
十
七
条
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
を
除
き
、
以
下

単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
に
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
以
外
の
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地
の
表
示
を
伴

う
も
の 

二 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
種
類
、
型
若
し
く
は
様
式
に
関
す
る
表
示
、
模
造
品
で
あ
る
旨
の
表
示
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
表
現
の
表
示
を

伴
う
も
の 

三 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
を
翻
訳
し
た
表
示 

四 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
原
産
国
又
は
原
産
地
を
示
す
地
名
、
国
旗
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
表
示
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
特
定
農
林

水
産
物
等
又
は
こ
れ
を
主
な
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
加
工
さ
れ
た
農
林
水
産
物
等
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
示 

 



 

（
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
） 

第
三
条 
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

法
第
六
条
の
登
録
の
日
（
当
該
登
録
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
登
録
の
日
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
か
ら
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
、
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
そ
の
他
の
不
正

の
目
的
（
第
三
号
に
お
い
て
「
不
正
の
目
的
」
と
い
う
。
）
で
な
く
法
第
六
条
の
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
が
属
す
る
区
分
に
属
す
る
農
林
水
産
物

等
を
主
な
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
加
工
さ
れ
た
農
林
水
産
物
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
加
工
品
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は

そ
の
包
装
等
に
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
と
同
一
の
名
称
の
表
示
若
し
く
は
類
似
等
表
示
を
使
用
し
て
い
た
者
及
び
そ
の
業
務
を
承
継

し
た
者
が
継
続
し
て
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
直
接
若
し
く
は
間
接
に
当
該
加
工
品
（
こ
れ
ら
の
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
又
は
そ
の
包
装
、
容
器
若
し
く
は

送
り
状
に
こ
れ
ら
の
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
そ
の
引
渡
し
を
受
け
た
者
が
、
当
該
加
工
品
又
は
そ
の
包
装
等
に
こ
れ

ら
の
表
示
を
使
用
す
る
場
合
（
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
の
法
第
六
条
の
登
録
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経
過
す
る
日
以
後
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

イ 

当
該
加
工
品
の
主
な
原
料
又
は
材
料
で
あ
る
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地
の
全
部
が
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地
内
に
あ
る
と
き
。 

ロ 

当
該
加
工
品
に
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
を
主
な
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
農
林
水
産
物
等
と
の
混
同
を
防
ぐ
の
に
適
当

な
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
。 

二 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
を
譲
渡
又
は
引
渡
し
以
外
の
た
め
に
展
示
す
る
者
が
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
当
該
特
定
農
林
水

産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
を
使
用
す
る
場
合 

三 

不
正
の
目
的
で
な
く
自
己
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
著
名
な
雅
号
、
芸
名
若
し
く
は
筆
名
又
は
こ
れ
ら
の
著
名
な
略
称
の
表
示
を
使
用
す
る
場
合 

四 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
に
普
通
名
称
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
普
通
名



 

称
の
表
示
を
使
用
す
る
と
き
。 

五 
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
展
示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
者
が
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
当

該
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
を
翻
訳
し
た
表
示
を
使
用
す
る
場
合 

 

（
登
録
標
章
の
様
式
） 

第
四
条 

法
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
標
章
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

カ
ラ
ー
の
標
章
を
使
用
す
る
場
合 
様
式
一 

二 

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
標
章
を
使
用
す
る
場
合 

様
式
二 

三 

単
色
の
標
章
を
使
用
す
る
場
合 

様
式
三 

 

（
登
録
標
章
の
使
用
） 

第
四
条
の
二 

法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
お
い
て
、
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
地
理
的
表
示
を
使
用
す
る
者
が

登
録
標
章
を
使
用
す
る
と
き
は
、
登
録
標
章
が
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
以
外
の
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
誤
認
さ
れ
な
い
よ
う
、
当
該
特
定
農
林
水
産
物

等
に
係
る
地
理
的
表
示
又
は
そ
の
写
真
そ
の
他
の
資
料
と
一
体
的
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
登
録
の
申
請
書
の
記
載
事
項
等
） 

第
五
条 

法
第
七
条
第
一
項
第
七
号
の
農
林
水
産
物
等
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 



 

一 
申
請
農
林
水
産
物
等
の
特
性
が
そ
の
生
産
地
に
主
と
し
て
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
理
由 

二 
申
請
農
林
水
産
物
等
の
特
性
が
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
理
由 

２ 

法
第
七
条
第
一
項
第
八
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

申
請
農
林
水
産
物
等
の
名
称
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
該
当
の
有
無 

二 

申
請
農
林
水
産
物
等
の
名
称
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

登
録
商
標
（
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録
商
標
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
商
標
権
者
の
氏
名
又
は
名
称 

ロ 

登
録
商
標 

ハ 

商
標
登
録
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
（
商
標
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
商
品
又
は
役
務
を
い
う
。
） 

ニ 

商
標
登
録
の
登
録
番
号 

ホ 

商
標
権
の
設
定
の
登
録
及
び
存
続
期
間
の
満
了
の
年
月
日
（
当
該
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
商
標
権
の
存
続
期
間
の

更
新
登
録
及
び
そ
の
存
続
期
間
の
満
了
の
年
月
日
を
含
む
。
） 

ヘ 

商
標
権
に
つ
い
て
専
用
使
用
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
専
用
使
用
権
の
専
用
使
用
権
者
の
氏
名
又
は
名
称 

ト 

登
録
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
承
諾
を
要
す
る
と
き
は
、
当
該
承
諾
の
年
月
日 

３ 

法
第
七
条
第
一
項
第
九
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
目
録
と
す
る
。 

４ 

登
録
の
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
登
録
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
） 



 

第
六
条 

法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 
代
理
人
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
限
を
証
明
す
る
書
面 

二 

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
、
定
款
そ
の
他
の
当
該
団
体
が
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
生
産
者
団
体
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
書
面 

三 

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
が
外
国
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
二
第
二
号
の
請
求
に
応
じ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

四 

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
が
法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
書
面 

五 

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
が
生
産
行
程
管
理
業
務
を
適
確
か
つ
円

滑
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類 

六 

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
が
生
産
行
程
管
理
業
務
の
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類 

七 

申
請
農
林
水
産
物
等
が
特
定
農
林
水
産
物
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類 

八 

申
請
農
林
水
産
物
等
の
写
真
（
電
磁
的
方
法
で
記
録
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
） 

九 

登
録
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
承
諾
を
要
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面 

十 

そ
の
他
申
請
農
林
水
産
物
等
が
特
定
農
林
水
産
物
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の 

 

（
登
録
の
申
請
に
係
る
公
示
事
項
） 

第
七
条 

法
第
七
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
申
請
番
号
及
び
申
請
の
年
月
日
と
す
る
。 

 

（
補
正
の
様
式
） 



 

第
七
条
の
二 

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
表
の
方
法
） 

第
七
条
の
三 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
農
林
水
産
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
意
見
書
の
様
式
） 

第
八
条 

法
第
九
条
第
一
項
の
意
見
書
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
） 

第
九
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
次
条
第
一
項
の
学
識
経
験
者
委
員
会
に
お
い
て
、
当

該
委
員
会
を
組
織
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

 

（
学
識
経
験
者
委
員
会
） 

第
十
条 

学
識
経
験
者
委
員
会
は
、
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
選
任
し
た
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

前
項
の
委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
専
門
の
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
学
識
経
験
者
委
員
会
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
再
公
示
等
） 



 

第
十
一
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
後
当
該
公
示
に
係
る
登
録
の
申
請
に
つ
い
て
登
録
又
は
登
録
の
拒
否
を
す
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
、
登
録
の
申
請
書
、
明
細
書
又
は
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
の
内
容
に
実
質
的
な
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
改
め
て
法
第
七
条
の
二
か
ら
第

九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
） 

第
十
二
条 

法
第
十
二
条
第
二
項
の
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
三
号

に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
は
、
農
林
水
産
省
輸
出
・
国
際
局
に
備
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
登
録
に
係
る
公
示
事
項
） 

第
十
三
条 

法
第
十
二
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

登
録
番
号
及
び
登
録
の
年
月
日 

二 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
区
分 

三 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称 

四 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地 

五 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
特
性 

六 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
生
産
の
方
法 

七 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
特
性
が
そ
の
生
産
地
に
主
と
し
て
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
理
由 



 

八 
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
特
性
が
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
理
由 

九 
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
該
当
の
有
無 

十 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

十
一 

登
録
を
受
け
た
生
産
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
（
法
人
で
な
い
生
産
者
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏
名 

十
二 

明
細
書 

十
三 

生
産
行
程
管
理
業
務
規
程 

 

（
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
証
の
交
付
） 

第
十
四
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
を
し
た
と
き
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
生
産
者
団
体
に
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
証
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
。 

 

（
生
産
行
程
管
理
業
務
の
方
法
の
基
準
） 

第
十
五
条 

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。 

一 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
登
録
に
係
る
事
項
に
係
る
明
細
書
の
変
更
を
行
う
こ
と
。 

二 

構
成
員
た
る
生
産
業
者
が
行
う
そ
の
生
産
が
明
細
書
に
定
め
ら
れ
た
法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

構
成
員
た
る
生
産
業
者
が
行
う
そ
の
生
産
が
明
細
書
に
定
め
ら
れ
た
法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
し
て
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該
生
産
業
者
に
対
し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
。 



 

四 
構
成
員
た
る
生
産
業
者
が
行
う
地
理
的
表
示
又
は
登
録
標
章
の
使
用
が
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

構
成
員
た
る
生
産
業
者
が
行
う
地
理
的
表
示
又
は
登
録
標
章
の
使
用
が
法
第
三
条
第
二
項
又
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
と
き
は
、
当
該
生
産
業
者
に
対
し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
。 

六 

第
三
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
事
実
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
重
大
な
違
反
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。 

七 

次
に
掲
げ
る
資
料
（
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り

記
録
さ
れ
る
資
料
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
入
手
し
、
又
は
作
成
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

イ 

第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
資
料 

ロ 

第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
事
実
を
裏
付
け
る
写
真
、
記
録
そ
の
他
の
資
料 

ハ 

第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
事
実
が
判
明
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
資
料
及
び
指
導
内
容
に
つ
い
て
記
録
す
る
資
料 

 

（
申
請
農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
名
称
） 

第
十
六
条 

法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
申
請
農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
名
称
に
は
、

次
に
掲
げ
る
名
称
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

一 

動
植
物
の
品
種
の
名
称
と
同
一
の
名
称
で
あ
っ
て
、
申
請
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地
に
つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

二 

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
組
成
す
る
名
称 

 

（
生
産
者
団
体
を
追
加
す
る
変
更
の
登
録
） 



 

第
十
七
条 

第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
条
、
第
七
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
第
一

項
の
変
更
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
四
項
中
「
別
記
様
式
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
五
号
」
と
、
第
六
条

中
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
」
と
、
第
七
条
の
二
中
「
別
記
様
式
第
一
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記

様
式
第
五
号
の
二
」
と
、
第
八
条
中
「
別
記
様
式
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
六
号
」
と
、
第
十
三
条
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
変

更
の
年
月
日
並
び
に
第
一
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
定
農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
の
登
録
事
項
の
変
更
の
登
録
） 

第
十
八
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
の
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
十
六
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

行
政
区
画
又
は
土
地
の
名
称
の
変
更
に
伴
う
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地
の
名
称
の
変
更 

二 

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
が
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
後
に
同
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録
商

標
に
係
る
商
標
権
に
つ
い
て
専
用
使
用
権
が
設
定
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
専
用
使
用
権
の
専
用
使
用
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
の
追
加 

三 

誤
記
の
訂
正 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更 

３ 

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
に
係
る

事
項
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
七
条
、
第
七
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
法
第
十

六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
同
項
の
変
更
の
登
録
に
係
る
事
項

が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
「
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
経
理
上
の
変
更
が
生
じ
な
い



 

場
合
に
あ
っ
て
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
登
録
生
産
者
団
体
の
体
制
の
変
更
が
生
じ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
並
び
に

変
更
の
必
要
性
を
記
載
し
た
書
類
」
と
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
に
係
る
事
項
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
「
第
一
号

及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
経
理
上
の
変
更
が
生
じ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
登
録
生
産
者
団
体
の
体
制
の
変

更
が
生
じ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
並
び
に
変
更
の
必
要
性
を
記
載
し
た
書
類
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
申
請
農
林
水
産
物

等
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
に
係
る
事
項
が
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
七
号

ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
農
林
水
産
物
等
」
と
、
第
七
条
の
二
中
「
別
記
様
式
第
一
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別

記
様
式
第
七
号
の
二
」
と
、
第
八
条
中
「
別
記
様
式
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
八
号
」
と
、
第
十
三
条
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
変

更
の
年
月
日
、
第
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
変
更
に
係
る
事
項
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
登
録
を
し
た
と
き
は
、
当
該
登

録
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
の
登
録
（
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
し
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
登
録
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
明
細
書
の
変
更
の
承
認
） 

第
十
八
条
の
二 

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
登

録
生
産
者
団
体
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
、
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
の
ほ
か
、
代
理
人
に
よ
り
承
認
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

権
限
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。 

３ 

法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
承
認
の
年
月
日
、
明
細
書
の
変
更
に
係
る
事
項
及
び
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
（
明
細
書

の
変
更
に
伴
い
変
更
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。 



 

（
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
の
公
示
） 

第
十
八
条
の
三 

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
の
届
出
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
生
産
行
程
管
理
業
務
規

程
が
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
し
な
い
と
き
に
は
、
速
や
か
に
当
該
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
へ
の
準
用
） 

第
十
九
条 

第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
別
記
様
式
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
様
式
第
九
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
事
項
） 

第
二
十
条 

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

指
定
対
象
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
に
つ
い
て
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
該
当
の
有
無 

二 

指
定
対
象
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
に
つ
い
て
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

ロ 

指
定
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
承
諾
の
年
月
日 

 

（
指
定
対
象
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
意
見
書
の
様
式
） 

第
二
十
一
条 

法
第
二
十
五
条
の
意
見
書
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
対
象
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
） 



 

第
二
十
二
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
第
十
条
第
一
項
の
学
識
経
験
者

委
員
会
に
お
い
て
、
当
該
委
員
会
を
組
織
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
に
係
る
再
公
示
等
） 

第
二
十
三
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
後
当
該
公
示
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
の
指
定
を
す
る
ま
で
又
は

指
定
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
実
質
的
な
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
改
め
て
法
第
二
十
四

条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
対
象
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
を
保
護
す
べ
き
で
な
い
場
合
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

動
植
物
の
品
種
の
名
称
と
同
一
の
名
称
で
あ
っ
て
、
指
定
対
象
特
定
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地
に
つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合 

二 

不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
組
成
す
る
名
称
で
あ
る
場
合 

三 

締
約
国
と
の
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
お
い
て
保
護
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合 

 

（
指
定
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
二
十
四
条
の
二 

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
第
六
条
の
登
録
の
日
（
当
該
登
録
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定
の
日
（
当
該
指
定
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ



 

い
て
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
の
変
更
」
と
、
「
第
六
条
の
登
録
の
日
か
ら
起
算
し
て
七

年
を
経
過
す
る
日
以
後
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経
過
し
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
加
工
品
の
原
料
又
は
材
料
で
あ
る
農
林
水
産
物
等
の
生
産
が
締
約
国
外
で
行
わ
れ
た
」
と
す
る
。 

 

（
指
定
の
変
更
） 

第
二
十
五
条 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

行
政
区
画
又
は
土
地
の
名
称
の
変
更
に
伴
う
指
定
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
生
産
地
の
名
称
の
変
更 

二 

指
定
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
が
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
後
に
同
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録

商
標
に
係
る
商
標
権
に
つ
い
て
専
用
使
用
権
が
設
定
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
専
用
使
用
権
の
専
用
使
用
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
の
追
加 

三 

誤
記
の
訂
正 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更 

２ 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

指
定
の
年
月
日 

二 

指
定
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
区
分 

三 

指
定
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称 

３ 

第
二
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
に
係
る
事
項
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
中
「
別
記
様
式
第
十
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
様
式
第
十
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 

（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
へ
の
準
用
） 

第
二
十
六
条 

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
中
「
別
記
様
式
第
十
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
様
式
第
十
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
示
の
方
法
） 

第
二
十
七
条 

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
農
林
水
産
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
身
分
を
示
す
証
明
書
） 

第
二
十
八
条 

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
。 

 

（
農
林
水
産
大
臣
に
対
す
る
申
出
の
手
続
） 

第
二
十
九
条 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
（
正
副
三
通
）
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

二 

申
出
に
係
る
農
林
水
産
物
等
の
名
称 

三 

申
出
の
理
由 

四 

次
に
掲
げ
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

イ 

申
出
に
係
る
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
又
は
類
似
等
表
示
を
使
用
し
た
者 

ロ 

申
出
に
係
る
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
登
録
標
章
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
標
章
を
使
用
し
た
者 



 

五 
申
出
に
係
る
農
林
水
産
物
等
の
申
出
時
に
お
け
る
所
在
場
所
及
び
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

（
権
限
の
委
任
） 

第
三
十
条 

法
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
農
政
局
長
（
北
海
道
農
政
事
務
所
長
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

一 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
生
産
者
団
体
、
生
産
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収 

当
該
登
録
生
産
者
団
体
、
生
産
業
者

そ
の
他
の
関
係
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長 

二 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
生
産
者
団
体
、
生
産
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
関
す
る
立
入
検
査 

当
該
登
録
生
産
者
団
体
、
生
産
業
者
そ

の
他
の
関
係
者
の
事
務
所
、
事
業
所
、
倉
庫
、
ほ
場
、
工
場
そ
の
他
の
立
入
検
査
に
係
る
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長 

三 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
付
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
前
条
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
関
す
る
調
査 

当
該
調
査

に
係
る
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長 

 

（
書
面
の
用
語
等
） 

第
三
十
一
条 

法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
書
面
は
、
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
日
本
語
で
書
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
生
産
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
、
代
表
者
（
法
人
で
な
い
生
産
者
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏
名
並
び
に
農

林
水
産
物
等
の
名
称
そ
の
他
外
国
語
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
外
国
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
任
状
そ
の
他
の
書
面
で
あ
っ
て
、
外
国
語
で
書
い
た
も
の
に
は
、
そ
の
翻
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



 

附 

則 

抄 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則 

（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
二
日
農
林
水
産
省
令
第
七
九
号
） 

こ
の
省
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則 

（
平
成
三
一
年
一
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
五
号
） 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
（
施
行
の
日
＝
平
成
三
一
年
二
月
一
日
） 

 

（
地
理
的
表
示
の
使
用
制
限
の
例
外
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
登
録
に
係
る
特

定
農
林
水
産
物
等
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
農
林
水

産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
前
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
（
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八



 

十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
法
第
六
条
の
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理

的
表
示
と
同
一
の
名
称
の
表
示
又
は
類
似
等
表
示
を
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
が
属
す
る
区
分
に
属
す
る
農
林
水
産
物
等
を
主
な
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て

製
造
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
農
林
水
産
物
等
の
包
装
、
容
器
及
び
送
り
状
以
外
の
包
装
等
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
改
正
法
施
行
日
）
前
か
ら
」
と
、

「
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
の
法
第
六
条
の
登
録
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
施
行
日
」
と
す
る
。 

２ 

施
行
日
前
に
さ
れ
た
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
の
新
特
定
農

林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
号

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
前
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
（
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
特

定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
と
同
一
の
名
称
の
表
示
又
は
類
似
等
表
示
を
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
が
属
す
る
区
分
に
属
す
る
農
林
水
産
物
等
を
主

な
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
農
林
水
産
物
等
の
包
装
、
容
器
及
び
送
り
状
以
外
の
包
装
等
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

改
正
法
施
行
日
）
前
か
ら
」
と
、
「
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
の
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
施
行
日
」
と
す
る
。 

 

（
学
識
経
験
者
の
名
簿
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

施
行
日
前
に
公
表
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
の
学
識
経
験
者
の
名
簿

に
つ
い
て
の
新
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
一
年
六
月

三
十
日
ま
で
」
と
す
る
。 

 

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
） 



 

第
四
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
の
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
（
改
正
法

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
の
様
式
は
、
新
特
定
農
林
水
産
物
等

名
称
保
護
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
三
号
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
（
同
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
公
示
に
係
る
同
法
第
二
十
五
条
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
意
見
書
の

様
式
は
、
新
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
十
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

附 

則 

（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産
省
令
第
八
三
号
） 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附 

則 

（
令
和
三
年
六
月
二
八
日
農
林
水
産
省
令
第
四
〇
号
） 

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 
附 
則 

（
令
和
四
年
一
〇
月
二
四
日
農
林
水
産
省
令
第
六
〇
号
） 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
特
定
農
林

水
産
物
等
登
録
簿
（
以
下
単
に
「
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
三
号
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
農
林
水
産
大
臣
が
登
録
の
申
請
を
受
理
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
こ
の
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の

施
行
の
後
に
農
林
水
産
大
臣
が
作
成
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
の
様
式
は
、
新
省
令
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
生
産
行
程
管
理
業
務
の
方
法
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
法
第
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
産
者
団
体
の
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
並
び
に
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
、
及
び
公
表
さ
れ
た
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
に
は
、
新
省
令
第
十
五
条
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
基
準
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ

る
も
の
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
八
号
に
掲
げ
る
基
準
に
つ
い
て

の
定
め
が
な
い
も
の
と
み
な
す
。 



 

様
式
一
（
第
四
条
関
係
） 

 

 

（
１
） 

内
側
の
円
の
直
径
は
、
外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
六
千
二
百
十
六
倍
と
す
る
。 

（
２
） 

標
章
中A

か
らF

ま
で
の
部
分
の
大
き
さ
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
大
き
さ
と
す
る
。 

部
分 

大
き
さ 

A
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
六
百
七
十
五
倍 

B
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
四
千
五
百
十
六
倍 

C
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
二
千
百
八
十
二
倍 

D
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
三
千
八
百
八
十
八
倍 

E
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
五
百
五
十
倍 



 

F
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
五
千
六
百
六
倍 

（
３
） 
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
の
部
分
並
び
に
「J

A
P

A
N

 G
E

O
G

R
A

P
H

IC
A

L
 IN

D
IC

A
T

IO
N

」
、
「
日
本
」
、
「
地
理
的
表
示
」
及
び
「G

I

」
の
文
字

の
色
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
分
及
び
文
字
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
色
と
す
る
。 

部
分
又
は
文
字 

色 

イ 

白 

ロ 
P

A
N

T
O

N
E

 1
9
9

C
 

又
は 

０
％cy

a
n

 

1
0
0

％m
a

g
e
n

ta
 

6
5

％y
e
llo

w
 

1
0

％b
la

ck
 

ニ 
P

A
N

T
O

N
E

 4
6
5

5
C
 

又
は 2

5

％cy
a
n

 

4
0

％m
a

g
e
n

ta
 

6
5

％y
e
llo

w
 

０
％b

la
ck

 

ホ 
P

A
N

T
O

N
E

 4
6
5

5
C

 7
0

％ 

又
は 

1
7

％cy
a
n

 

3
0

％m
a

g
e
n

ta
 

4
5

％y
e
llo

w
 

０
％b

la
ck

 

「J
A

P
A

N
 G

E
O

G
R

A
P

H
IC

A
L

 IN
D

IC
A

T
IO

N

」
、

P
A

N
T

O
N

E
 4

6
5

5
C
 

又
は 2

5

％cy
a
n

 



 

「
日
本
」
、
「
地
理
的
表
示
」
及
び
「G

I

」
の
文
字 

4
0

％m
a

g
e
n

ta
 

6
5

％y
e
llo

w
 

０
％b

la
ck

 

（
４
） 

ハ
の
部
分
の
色
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

（i

） 

ハ
の
部
分
中
上
端
部
に
お
い
て
次
の
表
に
定
め
る
起
点
色
、
上
端
部
か
ら
一
万
分
の
三
千
三
百
七
十
五
倍
の
部
分
に
お
い
て
同
表
に
定
め
る
起
点
色

と
終
点
色
の
丁
度
中
間
の
色
と
な
る
よ
う
に
均
一
に
色
の
変
化
が
行
わ
れ
た
も
の
。 

（ii

） 

ハ
の
部
分
中
上
端
部
か
ら
一
万
分
の
三
千
三
百
七
十
五
倍
の
部
分
に
お
い
て
（i

）
に
定
め
る
中
間
の
色
、
上
端
部
か
ら
一
万
分
の
四
千
五
百
倍
の

部
分
に
お
い
て
次
の
表
に
定
め
る
終
点
色
と
な
る
よ
う
に
均
一
に
色
の
変
化
が
行
わ
れ
た
も
の
。 

色
の
名
前 

色 

起
点
色 

P
A

N
T

O
N

E
 4

6
5

5
C
 

又
は 

2
5

％cy
a
n

 

4
0

％m
a

g
e
n

ta
 

6
5

％y
e
llo

w
 

０
％b

la
ck

 

終
点
色 

P
A

N
T

O
N

E
 4

6
4

5
C
 

又
は 

3
0

％cy
a
n

 

5
0

％m
a

g
e
n

ta
 

7
0

％y
e
llo

w
 

1
0

％b
la

ck
 

様
式
二
（
第
四
条
関
係
） 



 

 

 

（
１
） 

内
側
の
円
の
直
径
は
、
外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
六
千
二
百
十
六
倍
と
す
る
。 

（
２
） 

標
章
中A

か
らF

ま
で
の
部
分
の
大
き
さ
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
大
き
さ
と
す
る
。 

部
分 
大
き
さ 

A
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
六
百
七
十
五
倍 

B
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
四
千
五
百
十
六
倍 

C
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
二
千
百
八
十
二
倍 

D
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
三
千
八
百
八
十
八
倍 

E
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
五
百
五
十
倍 

F
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
五
千
六
百
六
倍 



 

（
３
） 

イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
の
部
分
並
び
に
「J

A
P

A
N

 G
E

O
G

R
A

P
H

IC
A

L
 IN

D
IC

A
T

IO
N

」
、
「
日
本
」
、
「
地
理
的
表
示
」
及
び
「G

I

」
の
文
字

の
色
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
分
及
び
文
字
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
色
と
す
る
。 

部
分
又
は
文
字 

色 

イ
並
び
に
「
日
本
」
、
「
地
理
的
表
示
」
、
及
び
「G

I

」

の
文
字 

白 

ロ 
1
0
0

％b
la

ck
 

ニ
及
び
「J

A
P

A
N

 G
E

O
G

R
A

P
H

IC
A

L
 

IN
D

IC
A

T
IO

N

」
の
文
字 

6
5

％b
la

ck
 

ホ 
5
0

％b
la

ck
 

（
４
） 

ハ
の
部
分
の
色
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

（i

） 

ハ
の
部
分
中
上
端
部
に
お
い
て
次
の
表
に
定
め
る
起
点
色
、
上
端
部
か
ら
一
万
分
の
三
千
三
百
七
十
五
倍
の
部
分
に
お
い
て
同
表
に
定
め
る
起
点
色

と
終
点
色
の
丁
度
中
間
の
色
と
な
る
よ
う
に
均
一
に
色
の
変
化
が
行
わ
れ
た
も
の
。 

（ii

） 

ハ
の
部
分
中
上
端
部
か
ら
一
万
分
の
三
千
三
百
七
十
五
倍
の
部
分
に
お
い
て
（i

）
に
定
め
る
中
間
の
色
、
上
端
部
か
ら
一
万
分
の
四
千
五
百
倍
の

部
分
に
お
い
て
次
の
表
に
定
め
る
終
点
色
と
な
る
よ
う
に
均
一
に
色
の
変
化
が
行
わ
れ
た
も
の
。 

色
の
名
前 

色 

起
点
色 

０
％b

la
ck

 

終
点
色 

8
0

％b
la

ck
 

様
式
三
（
第
四
条
関
係
） 



 

 

 

（
１
） 

内
側
の
円
の
直
径
は
、
外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
六
千
二
百
十
六
倍
と
す
る
。 

（
２
） 

標
章
中A

か
らF

ま
で
の
部
分
の
大
き
さ
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
大
き
さ
と
す
る
。 

部
分 

大
き
さ 

A
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
六
百
七
十
五
倍 

B
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
四
千
五
百
十
六
倍 

C
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
二
千
百
八
十
二
倍 

D
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
三
千
八
百
八
十
八
倍 

E
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
五
百
五
十
倍 

F
 

外
側
の
円
の
直
径
の
一
万
分
の
五
千
六
百
六
倍 



 

（
３
） 

イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
の
部
分
並
び
に
「J

A
P

A
N

 G
E

O
G

R
A

P
H

IC
A

L
 IN

D
IC

A
T

IO
N

」
の
文
字
の
色
は
同
じ
色
と
し
、
背
景
の
色
と
対
照
的
な

色
と
す
る
。 

 



別記様式第一号（第五条関係） 

特定農林水産物等の登録の申請 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という。）第７条第１項の規定に

基づき、次のとおり登録の申請をします。 

（この申請書を提出する者（注１）） 

□申請者（１に記載）  □代理人（以下に記載）

住所（フリガナ）：（〒 ） 

氏名又は名称（フリガナ）： 

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

電話番号： 

（注１） 

イ この申請書を提出する者が申請者である場合には､「□申請者」にチェックを付

し、本欄には記載せずに、「１ 申請者」に記載する。 

ロ この申請書を提出する者が代理人である場合には､「□代理人」にチェックを付

し、本欄を記載する。 

１ 申請者 

（１）単独申請又は共同申請の別 

□単独申請 □共同申請

（２）名称及び住所並びに代表者（又は管理人）の氏名及び役職（注２） 

住所（フリガナ）：（〒   ） 

名称（フリガナ）： 

代表者（又は管理人）の氏名及び役職： 

ウェブサイトのアドレス（注３）： 

（注２）共同申請の場合には、共同申請者を全員記載すること。 

（注３）ウェブサイトがある場合にのみ記載すれば足りる。 

（３）申請者の法形式： 

２ 農林水産物等が属する区分 

区分名： 

区分に属する農林水産物等： 



３ 農林水産物等の名称（注４） 

名称（フリガナ）： 

（注４）名称が複数ある場合には、全部記載すること。なお、日本国外への輸出を想定し

ている場合には、輸出時に使用する名称についても併せて記載することができる。 

４ 農林水産物等の生産地 

生産地の範囲（注５）： 

（注５）併せて、生産地の位置関係を示す図面を添付することもできる。 

５ 農林水産物等の特性 

（説明） 

６ 農林水産物等の生産の方法 

（説明）（注６） 

（注６）「説明」欄には、特性の付与又は保持のために行われる行為及び最終製品の画定に

必要な情報を記載する。 

７ 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 

（説明）（注７） 

（注７）５の品質、社会的評価等の特性が４の生産地の気候、風土等の自然的要因又は史

実、風習、製法、立地等の人的要因からもたらされたことが説明できるよう、当該要

因と当該特性との結び付きを記載する。 

８ 農林水産物等の特性が確立したものであることの理由 

（説明）（注８） 

（注８）申請農林水産物等の発祥、生産の開始時期、祭事や郷土料理等の地域の文化との

つながり、生産地内外の需要者の特性に関する認識等、当該特性が確立したものであ

ることの理由を記載する。 

９ 法第13条第１項第４号ロ該当の有無等 

（１）法第13条第１項第４号ロ該当の有無 

申請農林水産物等の名称は、法第13条第１項第４号ロに 

□ 該当する（注９）

商標権者の氏名又は名称：

登録商標：

指定商品又は指定役務：

商標登録の登録番号：



商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日（当該商標権の存続期間の更新登

録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年

月日についても記載する。）： 

□ 該当しない

（注９）法第13条第１項第４号ロに該当する登録商標は全て記載すること。 

（２）法第13条第２項該当の有無（（１）で「該当する」欄にチェックを付した場合に限る。）

（注10） 

□ 法第13条第２項第１号に該当

【専用使用権】 

□ 専用使用権は設定されている。

専用使用権者の氏名又は名称：

専用使用権者の承諾の年月日：

□ 専用使用権は設定されていない。

□ 法第13条第２項第２号に該当

【商標権】 

商標権者の承諾の年月日： 

【専用使用権】 

□ 専用使用権は設定されている。

専用使用権者の氏名又は名称：

専用使用権者の承諾の年月日：

□ 専用使用権は設定されていない。

□ 法第13条第２項第３号に該当

【商標権】 

商標権者の承諾の年月日： 

【専用使用権】 

□ 専用使用権は設定されている。

専用使用権者の氏名又は名称：

専用使用権者の承諾の年月日：

□ 専用使用権は設定されていない。

（注10）（１）で記載した登録商標ごとに記載すること。 

10 連絡先（文書送付先） 

住所：（〒   ） 

宛名： 

担当者の氏名及び役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 

［添付書類の目録］ 



申請書に添付した書類の「□」欄に、チェックを付すこと。 

□１ 明細書

□２ 生産行程管理業務規程

□３ 代理人により申請する場合は、その権限を証明する委任状等の書類

□４ 法第２条第５項に規定する生産者団体であることを証明する書類

□（１）申請者が法人（法令において、加入の自由の定めがあるものに限る。）の場

合は、登記事項証明書 

□（２）申請者が法人（⑴に該当する場合を除く。）の場合は、登記事項証明書及び

定款その他の基本約款 

□（３）申請者が法人でない場合は、定款その他の基本約款

□５ 外国の団体の場合は、誓約書

□６ 法第13条第１項第１号に規定する欠格条項に関する申告書

□７ 法第13条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類

書類名（注11）： 

□８ 法第13条第１項第２号ニに規定する必要な体制を整備していることを証明する

書類 

書類名（注11）： 

□９ 申請農林水産物等が特定農林水産物等に該当することを証明する書類等

書類名（注11）： 

□10 申請農林水産物等の写真

□11 法第13条第１項第４号ロに該当する場合には、商標権者等の承諾を証明する書

類 

□12 前記３から９まで及び11の書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文

（注11）書類が複数ある場合には、その全てを記載すること。



別記様式第一号の二（第七条の二関係） 

特定農林水産物等の登録の申請の補正 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第７条の２第１項の規定に基づき、次のとお

り登録の申請の補正をします。 

（この補正書を提出する者（注１）） 

□申請者（１に記載）  □代理人（以下に記載）

住所（フリガナ）：（〒 ） 

氏名又は名称（フリガナ）： 

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

電話番号： 

（注１） 

イ この補正書を提出する者が申請者である場合には、「□申請者」にチェックを付し、

本欄には記載せずに、「１ 申請者」に記載する。 

ロ この補正書を提出する者が代理人である場合には、「□代理人」にチェックを付し、

本欄を記載する。 

１ 申請者 

（１）単独申請又は共同申請の別 

□ 単独申請 □ 共同申請

（２）名称及び住所並びに代表者（又は管理人）の氏名及び役職（注２） 

住所（フリガナ）：（〒   ） 

名称（フリガナ）： 

代表者（又は管理人）の氏名及び役職： 

（注２）共同申請の場合には、共同申請者を全員記載すること。 

２ 申請番号 

３ 申請農林水産物等が属する区分 

４ 申請農林水産物等の名称 

５ 補正の通知の年月日 



６ 補正事項（注３） 

（補正事項） 

（補正の内容） 

（注３） 

１ 申請書の記載事項の補正に当たっては、「補正事項」欄に補正の通知に記載され

た補正事項を、「補正の内容」欄に補正後の申請書の記載事項を記載する｡なお、補

正事項が２以上ある場合にあっては、「６ 補正事項」欄に、補正事項ごとに（ ）

で枝番号を付した上で、それぞれに「補正事項」欄及び「補正の内容」欄を設け

て記載する。ただし、補正事項が多岐にわたる場合にあっては､「補正の内容」

欄に「別添」と記載し､補正を行った申請書を１通添付して補正の内容とするこ

とができる。 

２ 書類（明細書及び生産行程管理業務規程を含む。）の不添付又はその記載に係

る補正に当たっては、「補正事項」欄に補正に係る書類名を、「補正の内容」欄

に提出する書類名を記載し、登録の申請の補正書に当該書類を添付する。 

７ 連絡先（文書送付先） 

住所：（〒   ） 

宛名： 

担当者の氏名及び役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 



別記様式第二号（第八条関係） 

 

意 見 書 

（登録の申請の公示） 

 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

提出者 

住所：（〒   ） 

氏名（法人の場合は名称並びに代表者の氏名及び役職）： 

電話番号： 

 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という。）第９条第１項の規

定に基づき、下記のとおり意見を提出します。 

 

記 

 

１ 意見の対象となる登録の申請 

（１）登録の申請の番号及び年月日 

 

（２）申請農林水産物等の区分 

 

（３）申請農林水産物等の名称 

 

２ 意見の内容 

上記１の登録の申請は、 

□ 登録すべきである。 

（理由） 

 

□ 次の理由から登録を拒否すべきである（複数選択も可）。 

□ 法第13条第１項第２号に該当する。 

（理由） 

 

□ 法第13条第１項第３号に該当する。 

（理由） 

 

□ 法第13条第１項第４号に該当する。 

（理由） 

 

□ その他 

 

３ 添付書類の目録（注） 

（注） 意見の内容を裏付ける書類を添付することができる。 

 



４ 意見書の提出に当たっての確認事項 

本意見書については、その写しが、法第９条第２項の規定に基づき、登録の申請をし

た生産者団体に送付される。当該写しにおける提出者の住所、氏名、電話番号につい

て、 

□ 記載のまま送付 

□ 住所を市町村（又はこれに相当する行政区画）名まで表示した上で送付（それ以外

の住所、氏名、電話番号は黒塗り） 

を希望する。 

  



別記様式第三号（第十二条関係） 

特定農林水産物等登録簿 

登録番号 第 号 登録年月日 令和 年 月 日 

申請番号 第 号 申請年月日 令和 年 月 日 

特定農林水産物等の

区分 

特定農林水産物等の

名称 

特定農林水産物等の

生産地 

特定農林水産物等の

特性 

特定農林水産物等の

生産の方法 

特定農林水産物等の

特性がその生産地に

主として帰せられる

ものであることの理

由 

特定農林水産物等の

特性が確立したもの

であることの理由 

規則第５条第２項各

号に掲げる事項 

登録生産者団体の名

称及び住所並びに代

表者の氏名 

備考 

（注）登録事項の変更があった場合には、変更年月日及び変更に係る事項の概要を記載

する。 



別記様式第四号（第十四条関係） 

特定農林水産物等登録証 

１ 登録番号 

２ 登録の年月日 

３ 特定農林水産物等の区分 

４ 特定農林水産物等の名称 

５ 登録生産者団体 

住所 

名称 

代表者（又は管理人）の氏名 

この特定農林水産物等は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第１項

の規定により特定農林水産物等登録簿に登録されたことを証明する。 

年 月 日 

農林水産大臣 氏名 



別記様式第五号（第十七条関係） 

 

特定農林水産物等の変更の登録の申請 

（生産者団体を追加する変更の登録の申請） 

 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という｡）第15条第１項の規

定に基づき、次のとおり変更の登録の申請をします。 

 

（この申請書を提出する者（注１）） 

□変更申請者（１に記載）  □代理人（以下に記載） 

住所（フリガナ）：（〒   ） 

氏名又は名称（フリガナ）： 

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

電話番号： 

（注１） 

イ この申請書を提出する者が変更申請者である場合には、「□変更申請者」にチェ

ックを付し、本欄には記載せずに、「１ 変更申請者」に記載する。 

ロ この申請書を提出する者が代理人である場合には、「□代理人」にチェックを付

し、本欄を記載する。 

 

１ 変更申請者 

（１）単独申請又は共同申請の別 

□単独申請  □共同申請 

 

（２）名称及び住所並びに代表者（又は管理人）の氏名及び役職（注２） 

住所（フリガナ）：(〒   ） 

名称（フリガナ）： 

代表者（管理人）の氏名及び役職： 

ウェブサイトのアドレス（注３）： 

（注２）共同申請の場合には、共同申請者を全員記載すること。 

（注３）ウェブサイトがある場合にのみ記載すれば足りる。 

 

（３）変更申請者の法形式： 

 

２ 登録番号（注４） 

（注４）生産者団体の追加を求める登録に係る登録番号を記載すること。 

 



３ 登録に係る特定農林水産物等の名称 

 

４ 連絡先（文書送付先） 

住所：(〒   ） 

宛名： 

担当者の氏名及び役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 

 

［添付書類の目録］ 

申請書に添付した書類の「□」欄に、チェックを付すこと。 

□１ 明細書 

□２ 生産行程管理業務規程 

□３ 代理人により申請する場合は、その権限を証明する委任状等の書類 

□４ 法第２条第５項に規定する生産者団体であることを証明する書類 

□（１）申請者が法人（法令において、加入の自由の定めがあるものに限る｡）の場

合は、登記事項証明書 

□（２）申請者が法人（（１）に該当する場合を除く｡）の場合は、登記事項証明書

及び定款その他の基本約款 

□（３）申請者が法人でない場合は、定款その他の基本約款 

□５ 外国の団体の場合は、誓約書 

□６ 法第13条第１項第１号に規定する欠格条項に関する申告書 

□７ 法第13条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類 

書類名（注５）： 

□８ 法第13条第１項第２号ニに規定する必要な体制を整備していることを証明する

書類 

書類名（注５）：  

□９ 前記３から８までの書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文 

 

（注５）書類が複数ある場合には、その全てを記載すること。 



別記様式第五号の二（第十七条関係） 

変更の登録の申請の補正 

（生産者団体を追加する変更の登録の申請） 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第15条第２項において準用する同法第７条

の２第１項の規定に基づき、次のとおり変更の登録の申請の補正をします。 

（この補正書を提出する者（注１）） 

□変更申請者（１に記載） □代理人（以下に記載）

住所（フリガナ）：（〒 ） 

氏名（フリガナ）：

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

電話番号： 

（注１） 

イ この補正書を提出する者が変更申請者である場合には、「□変更申請者」にチェッ

クを付し、本欄には記載せずに、「１ 変更申請者」に記載する。 

ロ この補正書を提出する者が代理人である場合には、「□代理人」にチェックを付

し、本欄を記載する。 

１ 変更申請者 

（１）単独申請又は共同申請の別

□ 単独申請 □ 共同申請

（２）名称及び住所並びに代表者（又は管理人）の氏名及び役職（注２）

住所（フリガナ）：（〒   ）

名称（フリガナ）：

代表者（管理人）の氏名及び役職：

（注２）共同申請の場合には、共同申請者を全員記載すること。 

２ 変更の登録の申請番号及び年月日 

申請の年月日 

申請番号 

３ 登録番号（注３） 

（注３）生産者団体の追加を求める登録に係る登録番号を記載すること。 

４ 登録に係る特定農林水産物等の名称 



５ 補正の通知の年月日 

６ 補正事項（注４） 

（補正事項） 

（補正の内容） 

（注４） 

１ 申請書の記載事項の補正に当たっては、「補正事項」欄に補正の通知に記載さ

れた補正事項を、「補正の内容」欄に補正後の申請書の記載事項を記載する。な

お、補正事項が２以上ある場合にあっては、「６ 補正事項」欄に、補正事項ご

とに（ ）で枝番号を付した上で、それぞれに「補正事項」欄及び「補正の内容」

欄を設けて記載する。ただし、補正事項が多岐にわたる場合にあっては、「補正

の内容」欄に「別添」と記載し、補正を行った申請書を１通添付して補正の内容

とすることができる。 

２ 書類（明細書及び生産行程管理業務規程を含む。）の不添付又はその記載に係

る補正に当たっては、「補正事項」欄に補正に係る書類名を、「補正の内容」欄

に提出する書類名を記載し、変更の登録の申請の補正書に当該書類を添付する。 

７ 連絡先（文書送付先） 

住所：（〒   ） 

宛名： 

担当者の氏名及び役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 



別記様式第六号（第十七条関係） 

意     見     書 

（生産者団体を追加する変更の登録の申請の公示） 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

提出者 

住所：（〒   ） 

氏名（法人の場合は名称並びに代表者の氏名及び役職）： 

電話番号： 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という。）第15条第２項におい

て準用する法第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり意見を提出します。 

記 

１ 意見の対象となる変更の登録の申請 

（１）変更の登録の申請の番号及び年月日

（２）登録番号

（３）登録に係る特定農林水産物等の名称

２ 意見の内容 

上記１の変更の登録の申請は、 

□ 登録すべきである。

（理由）

□ 次の理由から登録を拒否すべきである（複数選択も可）。

□ 法第13条第１項第２号に該当する。

（理由）

□ 法第13条第１項第４号に該当する。

（理由）

□ その他

３ 添付書類の目録（注） 

（注）意見の内容を裏付ける書類を添付することができる。 



４ 意見書の提出に当たっての確認事項 

本意見書については、その写しが、法第15条第２項において準用する法第９条第２項

の規定に基づき、変更の登録の申請をした生産者団体に送付される。当該写しにおける

提出者の住所、氏名、電話番号について、 

□ 記載のまま送付

□ 住所を市町村（又はこれに相当する行政区画）名まで表示した上で送付（それ以

外の住所、氏名、電話番号は黒塗り） 

を希望する。 



別記様式第七号（第十八条関係） 

特定農林水産物等の変更の登録の申請 

（特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録の申請） 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という。）第16条第１項の規定

に基づき、次のとおり変更の登録の申請をします。 

（この申請書を提出する者（注１）） 

□変更申請者（１に記載） □代理人（以下に記載）

住所（フリガナ）：（〒 ） 

氏名又は名称（フリガナ）：

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

電話番号： 

（注１） 

イ この申請書を提出する者が変更申請者である場合には､「□変更申請者」にチェック

を付し、本欄には記載せずに、「１ 変更申請者」に記載する。 

ロ この申請書を提出する者が代理人である場合には、「□代理人」にチェックを付し、

本欄を記載する。 

１ 変更申請者 

（１）単独申請又は共同申請の別 

□ 単独申請 □ 共同申請

（２）名称及び住所並びに代表者（又は管理人）の氏名及び役職（注２） 

住所（フリガナ）：（〒   ） 

名称（フリガナ）： 

代表者（又は管理人）の氏名及び役職： 

ウェブサイトのアドレス（注３）： 

（注２）変更の登録の申請の対象となる登録に係る登録生産者団体が複数ある場合に

は、その全部を記載すること。 

（注３）ウェブサイトがある場合にのみ記載すれば足りる。 

２ 登録番号（注４） 

（注４）変更の登録の申請の対象となる登録に係る登録番号を記載すること。 



３ 登録に係る特定農林水産物等の名称 

４ 変更を求める事項（注５） 

（注５）特定農林水産物等登録簿の記載事項のうち変更を求める事項のみを記載し変更

箇所が分かるように修正した特定農林水産物等登録簿を添付すること。 

５ 連絡先（文書送付先） 

住所：（〒   ） 

宛名： 

担当者の氏名及び役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 

［添付書類の目録］ 

申請書に添付した書類の「□」欄に、チェックを付すこと。 

□１ 明細書

□２ 生産行程管理業務規程

□３ 代理人により申請する場合は、その権限を証明する委任状等の書類

□４ 法第13条第１項第１号に規定する欠格条項に関する申告書

□５ 法第13条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類

書類名（注６）： 

□６ 法第13条第１項第２号ニに規定する必要な体制を整備していることを証明する書

類 

書類名（注６）： 

□７ 変更に係る事項が法第７条第１項第２号又は第４号から第７号までに掲げる事

項である場合には、変更の登録の申請に係る農林水産物等が特定農林水産物等に該

当することを証明する書類等 

書類名（注６）： 

□８ 変更の登録の申請に係る農林水産物等の写真

□９ 法第13条第１項第４号ロに該当する場合には、商標権者等の承諾を証明する書

類 

□10 前記３から７まで及び９の書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文

（注６）書類が複数ある場合には、その全てを記載すること。 



別記様式第七号の二（第十八条関係） 

変更の登録の申請の補正 

（特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録の申請） 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第16条第３項において準用する同法第７条

の２第１項の規定に基づき、次のとおり変更の登録の申請の補正をします。 

（この補正書を提出する者（注１）） 

□変更申請者（１に記載） □代理人（以下に記載）

住所（フリガナ）：(〒 ） 

氏名又は名称（フリガナ）：

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

電話番号： 

（注１） 

イ この補正書を提出する者が変更申請者である場合には、「□変更申請者」にチェ

ックを付し、本欄には記載せずに、「１ 変更申請者」に記載する。 

ロ この補正書を提出する者が代理人である場合には、「□代理人」にチェックを付

し、本欄を記載する。 

１ 変更申請者 

（１）単独申請又は共同申請の別 

□ 単独申請 □ 共同申請

（２）名称及び住所並びに代表者（又は管理人）の氏名及び役職（注２） 

住所（フリガナ）：（〒   ） 

名称（フリガナ）： 

代表者（又は管理人）の氏名及び役職： 

（注２）変更の登録の申請の対象となる登録に係る登録生産者団体が複数ある場合に

は、その全部を記載すること。 

２ 変更の登録の申請番号及び年月日 

申請の年月日 

申請番号 

３ 登録番号（注３） 

（注３）登録事項の変更を求める登録に係る登録番号を記載すること。 



４ 登録に係る特定農林水産物等の名称 

５ 補正の通知の年月日 

６ 補正事項（注４） 

（補正事項） 

（補正の内容） 

（注４） 

１ 申請書の記載事項の補正に当たっては、「補正事項」欄に補正の通知に記載された

補正事項を、「補正の内容」欄に補正後の申請書の記載事項を記載する。なお、補

正事項が２以上ある場合にあっては、「６ 補正事項」欄に、補正事項ごとに（ ）

で枝番号を付した上で、それぞれに「補正事項」欄及び「補正の内容」欄を設けて

記載する。ただし、補正事項が多岐にわたる場合にあっては、「補正の内容」欄に「別

添」と記載し、補正を行った申請書を１通添付して補正の内容とすることができる。 

２ 書類（明細書及び生産行程管理業務規程を含む。）の不添付又はその記載に係る

補正に当たっては、「補正事項」欄に補正に係る書類名を、「補正の内容」欄に提出

する書類名を記載し、変更の登録の申請の補正書に当該書類を添付する。 

７ 連絡先（文書送付先） 

住所：（〒   ） 

宛名： 

担当者の氏名及び役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 



別記様式第八号（第十八条関係） 

意 見 書 

（特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録の申請の公示） 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

提出者 

住所：(〒   ） 

氏名（法人の場合は名称並びに代表者の氏名及び役職）： 

電話番号： 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という。）第16条第３項におい

て準用する法第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり意見を提出します。 

記 

１ 意見の対象となる変更の登録の申請 

（１）変更の登録の申請の番号及び年月日

（２）登録番号

（３）登録に係る特定農林水産物等の名称

２ 意見の内容 

上記１の変更の登録の申請は、 

□ 登録すべきである。

（理由）

□ 次の理由から登録を拒否すべきである（複数選択も可）。

□ 法第13条第１項第２号に該当する。

（理由）

□ 法第13条第１項第３号に該当する。

（理由）

□ 法第13条第１項第４号に該当する。

（理由）



□ その他

３ 添付書類の目録（注） 

（注）意見の内容を裏付ける書類を添付することができる。 

４ 意見書の提出に当たっての確認事項 

本意見書については、その写しが、法第16条第３項において準用する法第９条第２項

の規定に基づき、変更の登録の申請をした生産者団体に送付される。当該写しにおける

提出者の住所、氏名、電話番号について、 

□ 記載のまま送付

□ 住所を市町村（又はこれに相当する行政区画）名まで表示した上で送付（それ以外

の住所、氏名、電話番号は黒塗り） 

を希望する。 



別記様式第八号の二（第十八条の二関係） 

明細書の変更の承認の申請 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という｡）第16条の２第２項の規

定に基づき、次のとおり明細書の変更の承認の申請をします。 

（この申請書を提出する者（注１）） 

□変更申請者（１に記載） □代理人（以下に記載）

住所（フリガナ）：（〒 ） 

氏名又は名称（フリガナ）：

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

電話番号： 

（注１） 

イ この申請書を提出する者が変更申請者である場合には､「□変更申請者」にチェック

を付し、本欄には記載せずに､「１ 変更申請者」に記載する。 

ロ この申請書を提出する者が代理人である場合には､「□代理人」にチェックを付し、

本欄を記載する。 

１ 変更申請者 

住所（フリガナ）：(〒 ） 

名称（フリガナ）： 

代表者（又は管理人）の氏名及び役職： 

ウェブサイトのアドレス（注２）： 

（注２）ウェブサイトがある場合にのみ記載すれば足りる。 

２ 登録番号（注３） 

（注３）変更の承認の申請の対象となる登録に係る登録番号を記載すること。 

３ 登録に係る特定農林水産物等の名称 

４ 変更を求める事項（注４） 

（注４）明細書の記載事項のうち変更を求める事項のみを記載し、変更箇所が分かる

ように修正した明細書を添付すること。 

５ 連絡先（文書送付先） 

住所：（〒   ） 



宛名： 

担当者の氏名及び役職： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 



別記様式第九号（第十九条関係） 

意     見 書 

（登録の取消しの公示） 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

提出者 

住所：（〒   ） 

氏名（法人の場合は名称並びに代表者の氏名及び役職）： 

電話番号： 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第22条第２項において準用する同法第９条第１

項の規定に基づき、下記のとおり意見を提出します。 

記 

１ 意見の対象となる取消しをしようとする登録 

（１）登録番号

（２）登録に係る特定農林水産物等の名称

（３）登録生産者団体の名称及び住所

２ 意見の内容 

上記１の登録は、 

□ 取り消すべきである。

（理由）

□ 取り消すべきではない。

（理由）

□ その他

３ 添付書類の目録（注） 

（注）意見の内容を裏付ける書類を添付することができる。 



別記様式第十号（第二十一条関係） 

意  見  書 

（指定前の公示） 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

提出者 

住所：(〒   ） 

氏名（法人の場合は名称並びに代表者の氏名及び役職）： 

電話番号： 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という｡）第25条の規定に基づき、

下記のとおり意見を提出します。 

記 

１ 意見の対象となる指定 

（１）指定前の公示の番号及び年月日

（２）指定対象特定農林水産物等の区分

（３）指定対象特定農林水産物等の名称

２ 意見の内容 

上記１の指定は、 

□ 指定すべきである。

（理由）

□ 次の理由から指定すべきでない（複数選択も可）。

□ 法第29条第１項第１号に該当する。

（理由）

□ 法第29条第１項第２号に該当する。

（理由）

□ その他

３ 添付書類の目録（※） 



（※）意見の内容を裏付ける書類を添付することができる。 



別記様式第十一号（第二十五条関係） 

 

意     見     書 

（指定の変更前の公示） 

 

農林水産大臣 殿 

年 月 日 

 

提出者 

住所：（〒   ） 

氏名（法人の場合は名称並びに代表者の氏名及び役職）： 

電話番号： 

 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という。）第31条第２項におい

て準用する法第25条の規定に基づき、下記のとおり意見を提出します。 

 

記 

 

１ 意見の対象となる指定の変更 

（１）指定の変更前の公示の番号及び年月日 

 

（２）指定番号 

 

（３）指定に係る特定農林水産物等の名称 

 

２ 意見の内容 

上記１の指定の変更は、 

□ 変更すべきである。 

（理由） 

 

□ 次の理由から変更すべきでない（複数選択も可）。 

□ 法第29条第１項第１号に該当する。 

（理由） 

 

□ 法第29条第１項第２号に該当する。 

（理由） 

 

□ その他 

 

３ 添付書類の目録（※） 

（※）意見の内容を裏付ける書類を添付することができる。 

  



別記様式第十二号（第二十六条関係） 

意 見 書 

（指定の取消し前の公示） 

農林水産大臣 殿 

年  月  日 

提出者 

住所：（〒   ） 

氏名（法人の場合は名称並びに代表者の氏名及び役職）： 

電話番号： 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第32条第２項において準用する同法第25条の

規定に基づき、下記のとおり意見を提出します。 

記 

１ 意見の対象となる取消しをしようとする指定 

（１）指定番号

（２）指定に係る特定農林水産物等の名称

２ 意見の内容 

上記１の指定は、 

□ 取り消すべきである。

（理由）

□ 取り消すべきではない。

（理由）

□ その他

３ 添付書類の目録（※） 

（※）意見の内容を裏付ける書類を添付することができる。 



様 式 第 十 三 号 （ 第 二 十 八  条 関 係 ）

（表）

第 号
年 月 日発行

身 分 証 明 書

官職名及び氏名

年 月 日生

上記の者は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第 34条
第 １項の規定による立入検査に従事する職員であることを証明する。

農林水産大臣
（地方農政局長又は北海道農政事務所長）

写

真



（裏）

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（抄）

（報告及び立入検査）
第 34条 農 林 水 産 大 臣 は 、 こ の 法 律 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 登 録 生 産 者 団 体 、 生 産 業 者
そ の 他 の 関 係 者 に 対 し 、 そ の 業 務 に 関 し 必 要 な 報 告 を 求 め 、 又 は そ の 職 員 に 、 こ れ ら の 者 の
事 務 所 、 事 業 所 、 倉 庫 、 ほ 場 、 工 場 そ の 他 の 場 所 に 立 ち 入 り 、 業 務 の 状 況 若 し く は 農 林 水 産
物等、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 人 に こ れ
を提示しなければならない。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 し て は な ら
ない。

第 42条 次 の各号のいずれかに該当する者は、 30万 円 以下の罰金に処する。
一～三 （略）
四 第 34条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第 43条 法 人 （ 法 人 で な い 団 体 で 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め の あ る も の を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お
いて同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を
罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 に 対 し て 当 該 各 号 に 定 め る 罰 金 刑 を 、 そ の 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰 金 刑
を科する。
一 第 39条 ３ 億円以下の罰金刑
二 第 40条 １ 億円以下の罰金刑
三 前条 同条の罰金刑

２ 法 人 で な い 団 体 に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 代 表 者 又 は 管 理 人 が 、 そ
の 訴 訟 行 為 に つ き そ の 法 人 で な い 団 体 を 代 表 す る ほ か 、 法 人 を 被 告 人 又 は 被 疑 者 と す る 場 合
の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。




